
 
平成２２年第３回 白井市市民参加推進会議次第 

 
 

日 時：平成２２年８月２４日（火） 
午前９時３０分～ 

場 所：白井市役所 ４階 大会議室 
 

 
次      第 

 
 
１．開  会 
 
２．会長あいさつ 

 
３．議  題 

１）常設の住民投票条例の研究について 

２）市民参加条例の検証・見直しについて 

  ３）その他 

 

４．閉  会 
  
  第４回目の会議は、９月１４日(火)午前９時３０分～ 

市役所４階大会議室で行います。 
 

  
 
 
 
 
 
 





第３回市民参加推進会議の審議の進め方 
 

◎先ずは、市民参加の実施状況に対する総合的評価７事業の確認をします。 
次に、常設の住民投票条例について委員の皆さんの率直な意見を伺います。 
 
 
１）常設の住民投票条例の研究について  (１０:００～１１：００) 
  事前に配布した資料等を参考にして・・・ 
①条例制定のメリットは？ 

   例えば 
   ○「市政に係わる重要事項」の基準を示し、その事項に該当する場合、事案ごと

に個別条例を制定しないで実施できる。 
   ○必要な時に迅速に対応でき、住民参加機会の拡充が図れる。 
   
②条例制定のデメリットは？ 

   例えば 
○安易に実施され、悪用される。 

   ○直接民主主義の色が濃くなり、議会制民主主義を侵す。 
  
  ③白井市に常設の住民投票条例の必要性は？ 
   例えば 
   ○住民参加の推進と住民自治の機能を高まるため必要である。 
   ○十分な議論がなされないまま、安易に利用され実施されるおそれがあるから必

要でない。 
 
  ④常設の市民投票条例策定のポイントは？ 
   例えば 

○市民・議会・行政の共通理解 
   ○策定プロセスの透明性 
 
  ⑤策定するための市民参加の手法は？ 
   例えば 
   ○審議会の設置 
   ○パブリックコメント募集 



２）市民参加条例の検証・見直しについて（１１:００～１１：４０） 
   
現 状 
  ■前期基本計画実施計画に関る市民参加・協働の状況 

 第１次実施計画 第２次実施計画 
事業総数 ３３２ ３１３ 
市民参加・ 
協働事業数 

９１ 
（２７％） 

１１８ 
(３８％) 

 
■５年間の市民参加条例該当事業  
平成１７年度 ３事業 
平成１８年度 ７事業 
平成１９年度 ４事業 
平成２０年度 ５事業 
平成２１年度 ７事業 
   計 ２６事業 

 
課 題 

  例えば条例上などの課題は？ 
  ○条例該当事業が限定されている。 
  ○市民参加を総合的に推進するための計画が必要である。 
 
  課題解決のための提言 
  例えば 
  ○印西市などのように市民の一定の要件を充たすと提案書が提出できる「市民提案 

手続き」制度を設ける。 
  ○浦安市のように市民参加を推進するための「市民参加推進計画」の策定を義務付

ける。 
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常設型の住民投票条例について 
 
■経  緯 
市では、市民参加機会の拡充と市民の意向を直接反映する仕組みとして、常設型の住民
投票条例の検討を進めている。 
平成２２年度は、常設型の住民投票条例の必要性と条例制定市の情報収集、進め方など
の検討を行い、平成２３年度以降の条例策定に向け進めていきたい。 
 
■常設型の住民投票条例 
 住民投票条例は、自治体の重要な問題について住民による直接投票を行うことを定める
条例である。白井市では、平成１６年７月１１日に行った「合併に関する住民投票」を実
施するため、「白井市が印西市、印旛村及び本埜村と合併することの可否に関する住民投票
条例」を制定されているが、この条例は住民投票日から９０日を経過した日に効力を失っ
ている。 
 常設型の住民投票条例は、条例に定める案件が生じた場合に、一定の仕組みで住民投票
行うため、必要な場合迅速に対応できるという利点がある。他方、住民投票は安易に利用
されるべきではないという観点からは、各主体間の十分な議論がなされないままに住民投
票が行われるという可能性も否定できないと言われている。 
 
■課  題 
 ○投票により市民も責任を負うという主権者としての住民意識を高めるとともに、条例
の必要性をＰＲすることが求められる。 

 ○地方自治制度の基本である間接民主主義(議会制度)とのすみわけを明らかにしながら、 
議会との共通理解を高め、協力体制を構築する必要がある。 

 
■住民投票条例の基本的構成要素 
 常設型の住民投票条例を策定する場合、１）投票の対象事項、２）発案権者、３）投票
資格者の範囲、４）投票の形式、５）成立要件、６）投票結果の取扱いなどが制度設計の
基本要素になる。この事項を中心に市民や議員などと議論を重ね共通理解を図る。 
 
１）投票の対象事項 

  高浜市条例では、住民投票の対象事項は、「市政運営上の重要事項」であり、この「市  
政運営上の重要事項」は、「市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要がある
と認められる事案であって、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう」と
されている。 
 ただし、①市の権限に属さない事項、②議会の解散その他法令の規定に基づき住民投
票ができる事項、③もっぱら特定の市民又は地域にのみ関係する事項、④市の組織、人
事及び財務に関する事項、⑤住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる
事項については、住民投票の対象事項から、除外されるとされている。他の条例におい
ても同じような定め方になっている。また同一テーマについては、２年間は住民投票を
請求できないとする条例が多い。 
 
２）発案権者 

  住民投票の発案権者については、①住民、議員、首長とするものと、②住民とするも   
のに分かれる。高浜市は、①のタイプであり、②のタイプを最初に制定した広島市では、
市長が提案した①のタイプの条例に対して、議会が修正を加えたものである。その後、
桐生市と大竹市が②のタイプの条例を制定している。 
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３）投票資格者の範囲 
 公選法上の有権者の他に住民投票条例の場合は、投票資格の範囲の拡大も可能であり、
現在では、１８歳以上の住民と永住外国人に対して資格を拡大する条例が多数を占めて
いる。 
 
４）投票の選択肢の形式 

  投票の選択肢の形式には、二者択一、三者択一、四者択一など様々な形式が考えられ   
るが、現在の条例では、すべて二者択一となっている。 
 
５）投票の成立要件 

  住民投票の結果は、議会や市長が尊重すべきことになるため、投票の成立要件を定め    
る条例が多くなっている。住民投票は、投票率が５０％以上の場合に成立するというの
が多数である。 
 
６）投票結果の取扱い 

  投票結果の取り扱いについて、高浜市条例は、市民、市議会及び市長は、「結果を尊重     
となければならない」とし、他の条例も、市民を含むかどうかについて差異はあるもの
の、すべて同様の規定の仕方となっている。 
 
 
■我孫子市市民投票条例 
（設置） 

第１条 本市は、市民による自治の重要性を強く認識し、重要な政策の選択に市民の意思を的

確に反映させるため、市民生活の基本に重大な影響を与える事項に関し、直接市民の意思を問

う制度（以下「市民投票」という。）を設ける。 

 

（市民投票を行うことができる事項） 

第２条 市民投票は、法令に基づき投票に付することができる事項を除き、次の各号のいずれか

に該当する事項であって、かつ、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項につい

て行うことができる。 

(１) 市の存立の基礎的条件に関する事項 

(２) 市の実施する特定の重要施策に関する事項 

(３) 前各号に定めるもののほか、現在又は将来の市及び市民全体に重大な影響を与える政策

上の具体的事項 

２ 前項の規定にかかわらず、市民投票は、もっぱら特定の市民又は地域のみを対象とする事

項については行うことができない。 

 

（投票資格者） 

第３条 市民投票の投票権を有する者（以下「投票資格者」という。）は、次の各号のいずれかに

該当する者であって、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているもの

とする。 

(１) 年齢満 18 年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る本市の住民票が作成された日

（他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）第 22 条の

規定により届出をしたものについては、当該届出をした日）から引き続き３月以上本市の住民基

本台帳に記載されているもの 

(２) 年齢満 18 年以上の永住外国人で、外国人登録法（昭和 27 年法律第 125 号）第４条第１項

に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が本市にあり、同項の登録の日（同法第８
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条第１項の申請に基づく同条第６項の居住地変更の登録を受けた場合は、当該申請の日）から

３月以上経過し、かつ、投票資格者名簿への登録を申請したもの 

２ 前項第２号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

(１) 出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号）別表第２の上欄の永住者の在留資

格をもって在留する者 

(２) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

（平成３年法律第 71 号）に定める特別永住者 

 

（請求及び発議） 

第４条 投票資格者は、前条第１項各号に掲げる者の総数の８分の１以上の者の連署をもって、

その代表者から、市長に対し、第２条第１項に掲げる事項について市民投票を実施することを請

求することができる。この場合において、署名に関する手続は、地方自治法（昭和 22 年法律第

67 号。以下「法」という。）及び地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）に定める署名手続の

例によるものとする。 

２ 市議会は、議員の定数の４分の１以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の

過半数の賛成により議決された第２条第１項に掲げる事項について、市長に対し、市民投票を実

施することを請求することができる。 

３ 市長は、第２条第１項に掲げる事項について、市議会の同意を得て、自ら市民投票を発議す

ることができる。 

４ 市長は、第１項及び第２項の規定による請求があったときは、市民投票を実施しなければなら

ない。 

 

（市民投票の形式） 

第５条 前条に規定する投票資格者及び市議会の請求並びに市長の発議による市民投票に係

る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。 

 

（市民投票の執行） 

第６条 市民投票は、市長が執行するものとする。 

２ 市長は、第４条の規定により市民投票を実施するときは、規則で定めるところにより、速やか

にその旨を告示しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による告示の日から起算して 90 日を超えない範囲内において市民投票

の投票の期日（以下「投票日」という。）を定め、市民投票を実施しなければならない。 

 

（選挙管理委員会への委任） 

第７条 市長は、法第 180 条の２の規定に基づき、協議により、その権限に属する市民投票の管

理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。 

 

（選挙管理委員会の事務） 

第８条 選挙管理委員会は、前条の規定により委任を受けた市民投票に関する事務を行うもの

とする。 

 

（情報の提供） 

第９条 市長は、市民投票を実施する際には、投票資格者が賛否を判断するのに必要な広報活

動を行うとともに、情報の提供に努めなければならない。 

２ 市長は、前項の広報活動及び情報の提供に際しては、事案についての賛否両論を公平に扱

わなければならない。 
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（投票運動） 

第 10 条 市民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由

な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。 

 

（投票所） 

第 11 条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。 

 

（投票所においての投票） 

第 12 条 市民投票の投票を行う投票資格者（以下「投票人」という。）は、投票日の当日、自ら投

票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。 

 

（期日前投票又は不在者投票） 

第 13 条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在

者投票を行うことができる。 

 

（投票結果の尊重） 

第 14 条 市民投票において、一の事案について投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投

票資格者総数の３分の１以上に達したときは、市長、市議会及び市民は、市民投票の投票結果

を尊重しなければならない。 

（投票結果の告示及び通知） 

第 15 条 市長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示し、かつ、第４条第１項の代表

者及び市議会の議長に通知しなければならない。 

 

（請求の制限期間） 

第 16 条 この条例による市民投票が実施された場合（賛否いずれか過半数の結果が投票資格

者総数の３分の１に達しなかった場合を除く。）には、その投票結果の告示の日から２年間は、同

一の事項又は当該事項と同旨の事項について、第４条に規定する請求及び発議をすることはで

きない。 

 

（投票及び開票） 

第 17 条 第６条から前条までに定めるもののほか、市民投票の投票及び開票に関し必要な事項

は、公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）、公職選挙法施行令（昭和 25 年政令第 89 号）及び

公職選挙法施行規則（昭和 25 年総理府令第 13 号）並びに我孫子市公職選挙法令執行規程（平

成２年選挙管理委員会訓令第１号）の規定の例による。 

 

（委任） 

第 18 条 この条例に定めるもののほか、市民投票に関し必要な事項は、規則で定める。  

 

附 則 

この条例は、平成 16 年４月１日から施行する。 
 











千葉県内の市民参加条例等一覧 

白井市市民参加条例と他市条例との違い（まとめ） 

白井市の市民参加条例は、市民参加手法のメニューが多く、内容も豊富である。また、条例対象事業については市民参加推進会議において総合的な評価を行うこととしている。一方他市の条例を見ると、市民参加を推進するための計画等
策定を義務付けているところ(浦安市：市民参加推進計画、千葉市：実施計画)がある。また、市民が一定の要件を充たすと提案書が提出できる「市民提案手続き」制度をもっているのが四街道市と印西市である。加えて、四街道市と印西
市は、大規模な公共施設の定義を規則(事業費が概ね5億円以上)で定めている。 

 

 
白井市市民参加条例 浦安市市民参加条例 佐倉市市民協働の推進条例 四街道市市民参加条例 千葉市市民参加及び協働に関する条

例 
印西市市民参加条例 

施 行 日 平成16年6月29日 平成16年10月1日 平成19年1月1日 平成19年4月1日 平成20年4月1日 平成20年8月1日 
目 的 市民参加の基本的に事項、市政運営に

市民の意見を反映するための手続き 
市民参加の基本的な事項 

 

まちづくりの主体となるもの役割 
及び責任を明らかに、市民協働を 
推進するための基本的な事項 

行政活動に市民が参加するための基
本的な事項 

市民参加及び協働に関し基本的な事
項 

市の行政活動に関わるための基本的
な事項 

構 成 28条 14条 17条 17条 17条 16条 
市民参加の定義 立案から実施及び評価に至るまで、広

く市民の意見を反映すること 
市民が市政に参加し、及びまちづくり
活動を行うこと、政策等の形成、実施
及び評価 

案の策定の過程において市民の意見
を求めること 

行政活動の企画立案から決定の過程、
実施及び評価の各段階 

市民が自己の意思を市の施策に反映
させるために意見を述べ、又は提案す
ること 

行政活動の企画立案等において、市民
等と市が協働し、市民等が自主的かつ
主体的に行政活動に参加すること 

実 施 機 関 市長、教育委員会及び水道事業 市長、消防長、教育委員会、選挙管理
委員会、監査委員、固定資産評価審査
委員会 

市長、教育委員会、選挙管理委員会、
監査委員、固定資産評価審査委員会、
農業員会、水道事業 

市長、教育委員会、選挙管理委員会、
監査委員、固定資産評価審査委員会、
農業員会 

市長、消防長、教育委員会、選挙管理
委員会、人事委員会、監査委員、固定
資産評価審査委員会、農業員会 

市長、教育委員会、選挙管理委員会、
監査委員、固定資産評価審査委員会、
農業員会 

責 務 市の責務、市民の責務 市の責務、市民の責務 市の責務、市民の責務 市民の役割、市の役割 市の責務、市民の役割 市民等の役割、市の役割 
市民参加の対象 1)市の基本構想、基本計画、個別計画

など 
2)基本理念を定める条例の制定、改廃 
3)市民に義務を課し、又は権利を制限
する条例の制定、改廃 
4)市民の生活に直接かつ重大な影響
を与える条例の制定、改廃 
5)市民の公共の用に供される大規模
な施設の整備に係る基本計画等の
策定又は変更 
6)その他特に市民参加を行うことが
必要と認められるもの 

1)基本構想、基本計画その他市政に関
する基本的な計画の策定又は改廃 
2)市民生活に重大な影響を及ぼす制
度の創設又は改廃 
3)市政に関する基本的な方針を定め
る条例の制定 
4)義務を課し、又は権利を制限するこ
とを内容とする条例の制定及び改
廃 
5)公共の用に供される主要な施設の
基本計画の策定 

1)市の基本的な方針を定める憲章、宣
言等の策定又は改定 
2)市の基本的な政策を定める計画及
び個別の行政分野における施策の
基本的な事項を定める計画の策定
又は改定 
3)市の基本的な方針を定める条例 
4)市民の生活又は事業活動に直接か
つ重大な影響を与える条例 
5)市民に義務を課し、又はその権利を
制限する条例 
6)市民の生活又は事業活動に大きな
影響を及ぼすことが予想される問
題等に係る意思決定等  

1)市の基本構想、基本計画その他市の
基本的な事項を定める計画の策定
又は改廃 
2)市の基本方針を定める条例の制定
又は改廃 
3)市民等に義務を課すこと又は市民
等の権利を制限することを内容と
する条例の制定又は改廃 
4)規則で定める大規模な市の施設の
設置に係る計画の策定又は変更 
5)市民生活に重大な影響を及ぼす可
能性のある制度の導入又は改廃 

1)市政及び各行政分野の基本的な施
策又は方針を定める計画及び指針
の策定又は変更 
2)市政及び各行政分野の基本的な施
策若しくは方針を定め、又は市民に
義務を課し、若しくは市民の権利を
制限することを内容とする条例の
制定又は改廃 
3)前2号に掲げるもののほか、広く市
民から意見の提出を求めるべきも
のとして、実施機関が必要と認める
もの 

1)市の基本的な事項を定める計画の
策定又は改廃 
2)市の基本方針を定める条例の制定
又は改廃 
3)市民等の権利義務に関する条例の
制定又は改廃 
4)規則で定める公共施設の設置に係
る基本計画等の策定又は変更 
5)市民等の生活の大きな影響を及ぼ
す制度の導入又は改廃 

市民参加の手法 
 
 
 

①審議会等の設置②パブリック・コメ
ントの募集③アンケート調査④意見
交換会⑤ワークショップの開催⑥住
民投票⑦その他の方法 

①意見交換会②ワークショップ③市
民意見提案 

①公募による市民を構成員に含む付
属機関等②市民からの意見の公募③
アンケート④意見及び協議を行う会
議⑤適当と認める方法 

①意見交換会②審議会等③市民会議
④意見提出 

①パブリック・コメント②ワークショ
ップ③付属機関等 

①市民意向調査手続②市民説明会手
続③市民意見公募手続④市民会議手
続⑤審議会等手続 

推進体制と職務 市民参加推進会議（10名以内） 
市民参加の実施状況に対する総合的
評価、市民参加の方法の研究及び改
善、条例の見直し 

市民参加推進会議（9名以内） 
市民参加推進計画に関する事項、市民
参加の進捗状況、市民参加の推進に関
し必要な事項 

 

市民協働推進委員会(10名以内) 
市民協働を推進する施策及び事業に
関する事項、地域まちづくり事業及び
市民協働事業の評価に関する事項な
ど 

市民参加推進評価委員会(8名以内) 
条例の運用に関すること、市民参加手
続の対象に関すること、市民提案手続
に基づく市民提案に関すること、この
条例に関する市民の意見に関するこ
と、条例の見直しに関すること 

推進会議(12名以内) 
実施計画の策定に関する事項、実施計
画の実施状況に関すること、前2号に
掲げるもののほか、市民参加及び協働
に関する事項 

委員会の設置(15名以内) 
条例の運用に関する事項、条例及び規
則の見直しに関する事項、市民提案手
続きにより提出された提案の取扱い
に関する事項、その他市民参加の推進
に関すること 

特 徴 ・市民参加手法のメニューが多い 
・総合的評価を実施 

・市民参加推進計画の策定 
・市民意見提出手続き 

・協働が中心 
・協働事業の評価を実施 

・市民提案手続き 
・規則で大規模施設を限定 

・実施計画 ・市民提案手続き 
・規則で大規模施設を限定 

 


